
物品は許可された使用期間中に使用以前の状態で返却すること。
物品を損傷、汚損、または紛失したときは、何人の行為であっても、使用者がその損害を

物品使用の権利を他人に譲渡したり、転貸しないこと。
物品を借用、返却するときは、職員の指示に従うこと。

　　年　　月　　日

使  用  目  的

（大会・催物等）

使  用  物  品

下記のとおり物品を借用したいので申請します。

電　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　

青森市浪岡体育館指定管理者

浪岡青い森スポーツ協議会会長　様

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

団体名申請者

使  用  期  間

使  用  場  所

使  用  料  金

備      　　考

年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

青森市浪岡体育館物品借用許可申請書

１

２

３

４

許可条件

３ 賠償すること。

青森市浪岡体育館物品借用許可書

　　上記申請について許可します。

第　　　　号

　　年　　月　　日

青森市浪岡体育館指定管理者
浪岡青い森スポーツ協議会会長


